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記入例Ⅰ－ 免許申請書
①　　と記入して下さい。

記載内容等について照会する際に必要ですの
で、昼間電話で連絡の取れる電話番号・携帯電
話等を記入して下さい。また、会社の場合は部
署名・内線番号を記入して下さい。

③④　カタカナで左からつめて書いて下さい。

⑤　枝番号まで正確に記入して下さい。

⑥　左端の□枠内に、該当する元号の番号を記
入します。年月日は、それぞれ枠が二つずつ並
んでいます。１桁の数字は左側の枠を空欄にし、
右側の□枠内に記入します。

⑧⑨　申請書裏面のコード表を見て記入して下
さい。

⑪　合格通知書を交付した安全衛生技術セン
ターの該当番号を記入して下さい。

労働安全衛生法に基づく他の免許を持っている
場合には、今回申請する免許証と統合のうえ新
しい免許証が交付されますので、必ず次のいず
れかに記入して下さい。
　・カードタイプ（ラミネートタイプを含む）の
免許証の場合（別紙の所得免許申告欄（P14）
は不要です。）
　に免許証番号を記入

　・二つ折りタイプの免許証の場合
　に　と記入し、免許の種類に○を付け、
別紙の所持免許申告欄に必要事項を記入して
下さい（14ページ参照）。

②　申請書裏面のコード表を見て記入して下さい。
写真は次のものを１枚貼って下さい。（ただし、
厚生労働省ホームページからダウンロードして印
刷した申請書を使用される場合は、申請書に写真
を貼付せず、写真裏面に氏名を記載の上、免許申
請用封筒の中に同封して下さい。）
　・寸法は横24mm×縦30mm
　・上三分身（胸から上）、脱帽、無背景
　・申請前6か月以内に撮影したもの
　・鮮明で変色の恐れのないもの
※また、写真の裏面に必ず氏名を記入して下さい。
なお、次のような写真は撮り直しをお願いする場合があり
ます。
　・指定の寸法や規格を満たしていないもの
　・サングラスやヘアバンド等により顔の一部が隠れている
もの

　・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなさ
れているものや不鮮明なもの）

　・変色や傷があるもの
　・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

住所地以外（勤務先など）に免許証の送付を希望
される方は、当該送付希望先の住所、会社名、電
話番号を記入して下さい。住所地への送付を希望
される方は、この欄に記入する必要はありません。
送付先の記入例
（会社の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都千代田区○○1-1-1
　○○（株）安全衛生課　気付
（実家の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都文京区○○1-1-1　○○様方
なお、受取人の名前は、必ず免許申請者の氏名が
印字されます。免許申請者以外の方が受取人にな
ることはできません。
⑫　左端の□の枠内に、該当する元号の番号を記
入します。以下の年月日の記入要領は、⑥と同じ
です。
⑬　免許試験合格通知書に記載してありますの
で、転記して下さい。
右づめで記入して下さい。
記入しないで下さい。

□

□２7

２1

□Ａ安全衛生技術センターの行う免許試験を受験し、
免許試験合格通知書を交付された方

申請書裏面については
13ページ参照。□Ａ

申請先　〒108-0014　東京都港区芝5-35-1　東京労働局免許証発行センター
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○申請書類記入チェックリスト

記入漏れはありませんか？
チェック欄

試験合格

①

免許証用写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼付しましたか？②

申請書の裏面に収入印紙1,500円分を貼付しましたか？（消印をしないで下さい。）③

○添付書類チェックリスト

免許試験合格通知書（原本）

○必ず添付するもの
チェック欄 添付書類 備　　考

①

専用の免許証送付用封筒②

免許試験合格通知書を紛失した場合は、免許試験を受けた安全衛生技術センターに連絡し、
再交付を受けて下さい。

所持免許申告欄（14ページ参照）⑤ ◎旧様式（二つ折りタイプ）の労働安全衛生法関係の免許証を所持している場合。

戸籍抄本⑥ ◎労働安全衛生法関係の免許を持っていない場合で、受験申請後、氏名が変更になった場合。

戸籍抄本又は本籍地が記載された住民票の写し⑦ ◎労働安全衛生法関係の免許を持っていない場合で、受験申請後、本籍地が変更になった場合。

住民票、自動車運転免許証の写し等⑧ ◎受験申請後、住所が変更になった場合。

実務経験等を証明する書類（15ページ参照）⑨ ◎特級・一級・二級ボイラー技士免許、ボイラー整備士免許、ガス溶接作業主任者免許、
発破技士免許、高圧室内作業主任者免許及び林業架線作業主任者免許を申請する場合。

⑩ ◎外国籍の場合

この申請書類一式に同封されている茶色の窓空き封筒です。住所等は記載しないで下さい。
（免許証発行センターで申請書に記載された希望先のご住所と免許取得者氏名を印字いたします。）

②の免許証送付用封筒に貼付して下さい。③

労働安全衛生法関係の免許証（原本）
※現在所持している労働安全衛生法関係の免許証を全て提
出してください。今回申請する免許証と統合した上で新
しい免許証を交付します。提出された免許証は、新しい
免許証発行後、ご本人に返却されず、処分されます。

○該当する場合に添付するもの
チェック欄 添付書類 必要となる場合

④ ◎労働安全衛生法関係の免許を持っている場合
※免許証を紛失している場合は再交付の手続きも必要です（7～8ページ参照）。
　新規免許申請書とあわせ、免許証再交付申請書の提出先（1ページ参照）に提出して下さい。
※氏名、本籍を変更した場合は、書替の手続も必要です（9～10ページ参照）。
　新規免許申請書と合わせ、免許証書替申請書の提出先（1ページ参照）に提出して下さい。
※新免許証が発行されるまでの期間、あるいは発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働局又は労
働基準監督署で原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、申請時に添付して下さい。原本確認証明の発
行手続きについては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。詳しく
して下さい。

は16ページを参照

在留カードの写し（氏名にフリガナを記載して
下さい。）

免許証送付用切手392円分（※）
（※）平成26年4月1日現在の郵送料と簡易書留料金です。
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記入例Ⅰ－ 免許申請書

①　　と記入して下さい。

記載内容等について照会する際に必要ですの
で、昼間電話で連絡の取れる電話番号・携帯電
話等を記入して下さい。また、会社の場合は部
署名・内線番号を記入して下さい。

③④　カタカナで左からつめて書いて下さい。

⑤　枝番号まで正確に記入して下さい。

⑥　左端の□枠内に、該当する元号の番号を記
入します。年月日は、それぞれ枠が二つずつ並
んでいます。１桁の数字は左側の枠を空欄にし、
右側の□枠内に記入します。

⑧⑨　申請書裏面のコード表を見て記入して下
さい。

　の方は、「学科試験合格、実技教習修了」と、
　の方は、無試験で免許を受け取ることができ
る資格を具体的に記入して下さい。

労働安全衛生法に基づく他の免許を持っている
場合には、今回申請する免許証と統合のうえ新
しい免許証が交付されますので、必ず次のいず
れかに記入して下さい。
　・カードタイプ（ラミネートタイプを含む）の
免許証の場合（別紙の所得免許申告欄（P14）
は不要です。）
　に免許証番号を記入

　・二つ折りタイプの免許証の場合
　に　と記入し、免許の種類に○を付け、
別紙の所持免許申告欄に必要事項を記入して
下さい。

②　申請書裏面のコード表を見て記入して下さい。

写真は次のものを１枚貼って下さい。（ただし、
厚生労働省ホームページからダウンロードして印
刷した申請書を使用される場合は、申請書に写真
を貼付せず、写真裏面に氏名を記載の上、免許申
請用封筒の中に同封して下さい。）
　・寸法は横24mm×縦30mm
　・上三分身（胸から上）、脱帽、無背景
　・申請前6か月以内に撮影したもの
　・鮮明で変色の恐れのないもの
※また、写真の裏面に必ず氏名を記入して下さい。
なお、次のような写真は撮り直しをお願いする場合があり
ます。
　・指定の寸法や規格を満たしていないもの
　・サングラスやヘアバンド等により顔の一部が隠れている
もの

　・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなさ
れているものや不鮮明なもの）

　・変色や傷があるもの
　・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

住所地以外（勤務先など）に免許証の送付を希望
される方は、当該送付希望先の住所、会社名、電
話番号を記入して下さい。住所地への送付を希望
される方は、この欄に記入する必要はありません。

送付先の記入例
（会社の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都千代田区○○1-1-1
　○○（株）安全衛生課　気付
（実家の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都文京区○○1-1-1　○○様方

なお、受取人の名前は、必ず免許申請者の氏名が
印字されます。免許申請者以外の方が受取人にな
ることはできません。

⑭　　の方は
実技教習の修了年月日を記入して下さい。

　　　の方は
その資格を取得した年月日を記入して下さい。

左端の□枠内に、該当する元号の番号を記入しま
す。以下の年月日の記入要領は⑥と同じです。

記入しないで下さい。

□

□２7

２1

申請書裏面について
は13ページ参照。

□Ｂ

□Ｃ

□Ｄ

免許試験（クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士又は揚貨装置
運転士）の学科試験に合格した後、１年以内に実技教習を修了した方　または
実技教習を修了後、1年以内に免許試験の学科試験に合格し、「免許試験結
果通知書」を交付された方　または
無試験で免許を受ける資格のある方

□D
□B

□D

□Ｂ

□Ｂ□Ｃ□Ｄ

申請先　申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課（P24～ P25参照）
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○申請書類記入チェックリスト

記入漏れはありませんか？
チェック欄

試験免除

①

免許証用写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼付しましたか？②

申請書の裏面に収入印紙1,500円分を貼付しましたか？（消印をしないで下さい。）③

○添付書類チェックリスト
○必ず添付するもの

チェック欄 添付書類 備　　考
① 専用の免許証送付用封筒

②

所持免許申告欄（14ページ参照）⑦ ◎旧様式（二つ折りタイプ）の労働安全衛生法関係の免許証を所持している場合。

本人確認証明書（15ページ参照）⑧ ◎⑥の免許証を所持していない場合

この申請書類一式に同封されている茶色の窓空き封筒です。住所等は記載しないで下さい。
（免許証発行センターで申請書に記載された希望先のご住所と免許取得者氏名を印字いたします。）

①の免許証送付用封筒に貼付して下さい。

◎免許試験（クレーン・デリック運転士、移動式クレーン運転士又は揚貨装置運転士）の
学科試験に合格した後、1年以内に実技教習を修了した方
◎実技教習を修了後、1年以内に免許試験の学科試験に合格し、「免許試験結果通知書」
を交付された方

労働安全衛生法関係の免許証（原本）
※現在所持している労働安全衛生法関係の免許証を全て提
出してください。今回申請する免許証と統合した上で新
しい免許証を交付します。提出された免許証は、新しい
免許証発行後、ご本人に返却されず、処分されます。

⑥ ◎労働安全衛生法関係の免許を持っている場合
※免許証を紛失している場合は再交付の手続きも必要です（7～8ページ参照）。
　新規免許申請書とあわせ、免許証再交付申請書の提出先（1ページ参照）に提出して下さい。
※氏名、本籍を変更した場合は、書替の手続も必要です（9～10ページ参照）。
　新規免許申請書と合わせ、免許証書替申請書の提出先（1ページ参照）に提出して下さい。
※新免許証が発行されるまでの期間、あるいは発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働局又は労
働基準監督署で原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、申請時に添付して下さい。原本確認証明の発
行手続きについては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。詳しく
して下さい。

免許を受ける資格を有することを証明する書類

免許試験結果通知書

⑤ ◎無試験で免許を受ける資格がある場合
※添付する書類は、原本又は最寄りの労働局若しくは労働基準監督署で原本確認証明を受けた写しとなります。

○該当する場合に添付するもの
チェック欄 添付書類 必要となる場合

③

実技教習修了証④

は16ページを参照

免許証送付用切手392円分（※）
（※）平成26年4月1日現在の郵送料と簡易書留料金です。
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記入例 Ⅱ 免許証再交付申請書
①　　と記入して下さい。

記載内容等について照会する際に必要ですの
で、昼間電話で連絡の取れる電話番号・携帯電
話等を記入して下さい。また、会社の場合は部
署名・内線番号を記入して下さい。

③④　カタカナで左からつめて書いて下さい。

⑤　枝番号まで正確に記入して下さい。

⑥　左端の□枠内に、該当する元号の番号を記
入します。年月日は、それぞれ枠が二つずつ並
んでいます。１桁の数字は左側の枠を空欄にし、
右側の□枠内に記入します。

⑧⑨　申請書裏面のコード表を見て記入して下
さい。

　の方は、「紛失」と記入して下さい。
　の方は、「損傷」と記入して下さい。

　　労働安全衛生法に基づく他の免許を持って
いる場合には、今回申請する免許証と統合のう
え新しい免許証が交付されますので、１と記入
し、免許の種類に○をつけ、別紙の所持免許申
告欄に必要事項を記入して下さい（14ページ
参照）。

②　記入しないで下さい。
写真は次のものを１枚貼って下さい。（ただし、
厚生労働省ホームページからダウンロードして印
刷した申請書を使用される場合は、申請書に写真
を貼付せず写真裏面に氏名を記載の上、免許申請
用封筒に同封して下さい。）
　・寸法は横24mm×縦30mm
　・上三分身（胸から上）、脱帽、無背景
　・申請前6か月以内に撮影したもの
　・鮮明で変色の恐れのないもの
※また、写真の裏面に必ず氏名を記入して下さい。
なお、次のような写真は撮り直しをお願いする場合があります。
　・指定の寸法や規格を満たしていないもの
　・サングラスやヘアバンド等により顔の一部が隠れている
もの

　・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなさ
れているものや不鮮明なもの）

　・変色や傷があるもの
　・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

住所地以外（勤務先など）に免許証の送付を希望
される方は、当該送付希望先の住所、会社名、電
話番号を記入して下さい。住所地への送付を希望
される方は、この欄に記入する必要はありません。
送付先の記入例
（会社の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都千代田区○○1-1-1
　○○（株）安全衛生課　気付
（実家の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都文京区○○1-1-1　○○様方
なお、受取人の名前は、必ず免許申請者の氏名が
印字されます。免許申請者以外の方が受取人にな
ることはできません。
記入しないで下さい。
紛失または損傷した免許証について記入して下さい。
　・カードタイプ（ラミネートタイプを含む）の免
許証の場合
　に免許証番号を記入

　・二つ折りタイプの免許証の場合
　に「免許の種類コード」　に「交付局コード」
（裏面のコード表参照）、 　に「免許証番号」
　に交付年月日を記入して下さい。
紛失・損傷した免許証の記載項目が不明の場
合には、申請者ご本人が本人確認証明書を持
参の上、申請書を最寄りの労働基準監督署又
は都道府県労働局にて確認してください。

２7

□Ａ
□Ｂ
免許証を紛失した方　または
免許証を損傷した方

申請書裏面については
13ページ参照。

□

□Ａ
□Ｂ

※再交付と書替を同時に行う場合は、①「申請
の区分」は　と記入し、記入例Ⅲ（9ページ）
に示した事項も併せて記入して下さい。

□

２1

２3

２6

２4
２5

申請先　申請者の住所地を管轄する都道府県労働局（免許証の交付を受けた都道府県労働局でも可）の健康安全主務課（P24～ P25参照）
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○申請書類記入チェックリスト

記入漏れはありませんか？
チェック欄

再 交 付

①

免許証用写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼付しましたか？②

申請書の裏面に収入印紙1,500円分を貼付しましたか？（消印をしないで下さい。）③

○添付書類チェックリスト
○必ず添付するもの

チェック欄 添付書類 備　　考
① 専用の免許証送付用封筒

②

所持免許申告欄（14ページ参照）⑥ ◎旧様式（二つ折りタイプ）の労働安全衛生法関係の免許証を所持している場合。

本人確認証明書（15ページ参照）⑦ ◎免許証を紛失した方
◎免許証を損傷した方で、該当免許証で本人確認ができない方

この申請書類一式に同封されている茶色の窓空き封筒です。住所等は記載しないで下さい。
（免許証発行センターで申請書に記載された希望先のご住所と免許取得者氏名を印字いたします。）

①の免許証送付用封筒に貼付して下さい。

◎免許証を紛失した方のみ

◎免許証を損傷した方のみ

労働安全衛生法関係の免許証（原本）
※現在所持している労働安全衛生法関係の免許証を全て提
出してください。今回申請する免許証と統合した上で新
しい免許証を交付します。提出された免許証は、新しい
免許証発行後、ご本人に返却されず、処分されます。

◎労働安全衛生法関係の免許を持っている場合
※氏名、本籍を変更した場合は、書替も同時に行います。申請書の①「申請の区分」は「3」と記入し、記入例
Ⅲ（9ページ）に示した事項も併せて、申請書に記入して下さい。
※新免許証が発行されるまでの期間、あるいは発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働局又は労
働基準監督署で原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、申請時に添付して下さい。原本確認証明の発
行手続きについては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。詳しく
して下さい。

免許証滅失事由書（16ページ参照）

⑤

○該当する場合に添付するもの
チェック欄 添付書類 必要となる場合

③

損傷した免許証④

住民票の写し等⑧ ◎住所を変更した場合

は16ページを参照

※現行の免許証に記載の住所も記載されている書類を提出してください。

免許証送付用切手392円分（※）
（※）平成26年4月1日現在の郵送料と簡易書留料金です。
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記入例 Ⅲ 免許証書替申請書
①　　と記入して下さい。

現在の氏名・本籍を記入して下さい。

記載内容等について照会する際に必要ですの
で、昼間電話で連絡の取れる電話番号・携帯電
話等を記入して下さい。また、会社の場合は部
署名・内線番号を記入して下さい。

③④　カタカナで左からつめて書いて下さい。

⑤　枝番号まで正確に記入して下さい。

⑥　左端の□枠内に、該当する元号の番号を記
入します。年月日は、それぞれ枠が二つずつ並
んでいます。１桁の数字は左側の枠を空欄にし、
右側の□枠内に記入します。

⑧⑨　申請書裏面のコード表を見て記入して下
さい。

変更前の氏名又は本籍を記入して下さい。

　　労働安全衛生法に基づく他の免許を持って
いる場合には、今回申請する免許証と統合のう
え新しい免許証が交付されますので、１と記入
し、免許の種類に○をつけ、別紙の所持免許申
告欄に必要事項を記入して下さい（14ページ
参照）。

②　記入しないで下さい。
写真は次のものを１枚貼って下さい。（ただし、
厚生労働省ホームページからダウンロードして印
刷した申請書を使用される場合は、申請書に写真
を貼付せず、写真裏面に氏名を記載の上、免許申
請用封筒の中に同封して下さい。）
　・寸法は横24mm×縦30mm
　・上三分身（胸から上）、脱帽、無背景
　・申請前6か月以内に撮影したもの
　・鮮明で変色の恐れのないもの
※また、写真の裏面に必ず氏名を記入して下さい。
なお、次のような写真は撮り直しをお願いする場合があります。
　・指定の寸法や規格を満たしていないもの
　・サングラスやヘアバンド等により顔の一部が隠れているもの
　・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなさ
れているものや不鮮明なもの）

　・変色や傷があるもの
　・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

住所地以外（勤務先など）に免許証の送付を希望
される方は、当該送付希望先の住所、会社名、電
話番号を記入して下さい。住所地への送付を希望
される方は、この欄に記入する必要はありません。
送付先の記入例
（会社の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都千代田区○○1-1-1
　○○（株）安全衛生課　気付
（実家の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都文京区○○1-1-1　○○様方
なお、受取人の名前は、必ず免許申請者の氏名が
印字されます。免許申請者以外の方が受取人にな
ることはできません。
記入しないで下さい。
書替する免許証について記入して下さい。
　・カードタイプ（ラミネートタイプを含む）の免
許証の場合
　に免許証番号を記入

　・二つ折りタイプの免許証の場合
　に「免許の種類コード」　に「交付局コード」
（裏面のコード表参照）、 　に「免許証番号」
　に交付年月日を記入して下さい。

２7

免許証に記載されている
氏名又は本籍を変更した方

申請書裏面については
13ページ参照。

□

※再交付と書替を同時に行う場合は、①「申請
の区分」は　と記入し、記入例Ⅱ（7ページ）
に示した事項も併せて記入して下さい。

□

２1

２3

２6

２4
２5

申請先　申請者の住所地を管轄する都道府県労働局（免許証の交付を受けた都道府県労働局でも可）の健康安全主務課（P24～ P25参照）
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○申請書類記入チェックリスト

記入漏れはありませんか？
チェック欄

書 替

①

免許証用写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼付しましたか？②

申請書の裏面に収入印紙1,500円分を貼付しましたか？（消印をしないで下さい。）③

○添付書類チェックリスト
○必ず添付するもの

チェック欄 添付書類 備　　考
① 専用の免許証送付用封筒

②

所持免許申告欄（14ページ参照）⑦ ◎旧様式（二つ折りタイプ）の労働安全衛生法関係の免許証を所持している場合。

住民票の写し等⑧ ◎住所を変更した場合

この申請書類一式に同封されている茶色の窓空き封筒です。住所等は記載しないで下さい。
（免許証発行センターで申請書に記載された希望先のご住所と免許取得者氏名を印字いたします。）

①の免許証送付用封筒に貼付して下さい。

③ 書替する免許証 提出された免許証は、新しい免許証発行後、ご本人に返却されず、処分されます。
※新免許証が発行されるまでの期間、あるいは発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働局又は労
働基準監督署で原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、申請時に添付して下さい。原本確認証明の発
行手続きについては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。詳しく
して下さい。

◎氏名を変更した場合

◎本籍地を変更した場合

労働安全衛生法関係の免許証（原本）
※現在所持している労働安全衛生法関係の免許証を全て提
出してください。今回申請する免許証と統合した上で新
しい免許証を交付します。提出された免許証は、新しい
免許証発行後、ご本人に返却されず、処分されます。

◎他の労働安全衛生法関係の免許を持っている場合
※免許を紛失している場合は、再交付も同時に行います。申請書の①「申請の区分」は「3」と記入し、記入例
Ⅱ（7ページ）に示した事項も併せて、申請書に記入して下さい。
※新免許証が発行されるまでの期間、あるいは発行後手元に残すことを希望される方は、最寄りの労働局又は労
働基準監督署で原本確認の証明を受けた免許証の写しを取得し、申請時に添付して下さい。原本確認証明の発
行手続きについては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせ下さい。詳しく
して下さい。

戸籍抄本

⑥

○該当する場合に添付するもの
チェック欄 添付書類 必要となる場合

④

戸籍抄本又は本籍地が記載された住民票の写し⑤

※氏名又は本籍地を変更した場合は、法令上免許の書替が必要となります。

は16ページを参照

は16ページを参照

免許証送付用切手392円分（※）
（※）平成26年4月1日現在の郵送料と簡易書留料金です。
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記入例 Ⅳ 免許更新申請書
①　　と記入して下さい。

記載内容等について照会する際に必要ですの
で、昼間電話で連絡の取れる電話番号・携帯電
話等を記入して下さい。また、会社の場合は部
署名・内線番号を記入して下さい。

③④　カタカナで左からつめて書いて下さい。

⑤　枝番号まで正確に記入して下さい。

⑥　左端の□枠内に、該当する元号の番号を記
入します。年月日は、それぞれ枠が二つずつ並
んでいます。１桁の数字は左側の枠を空欄にし、
右側の□枠内に記入します。

⑧⑨　申請書裏面のコード表を見て記入して下
さい。

　更新する免許証の免許証番号を記入して下さ
い。

②　記入しないで下さい。
写真は次のものを１枚貼って下さい。（ただし、
厚生労働省ホームページからダウンロードして印
刷した申請書を使用される場合は、申請書に写真
を貼付せず、写真裏面に氏名を記載の上、免許申
請用封筒の中に同封して下さい。）
　・寸法は横24mm×縦30mm
　・上三分身（胸から上）、脱帽、無背景
　・申請前6か月以内に撮影したもの
　・鮮明で変色の恐れのないもの
※また、写真の裏面に必ず氏名を記入して下さい。
なお、次のような写真は撮り直しをお願いする場合があり
ます。
　・指定の寸法や規格を満たしていないもの
　・サングラスやヘアバンド等により顔の一部が隠れている
もの

　・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなさ
れているものや不鮮明なもの）

　・変色や傷があるもの
　・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

住所地以外（勤務先など）に免許証の送付を希望
される方は、当該送付希望先の住所、会社名、電
話番号を記入して下さい。住所地への送付を希望
される方は、この欄に記入する必要はありません。

送付先の記入例
（会社の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都千代田区○○1-1-1
　○○（株）安全衛生課　気付
（実家の場合）
　〒○○○－○○○○
　東京都文京区○○1-1-1　○○様方

なお、受取人の名前は、必ず免許申請者の氏名が
印字されます。免許申請者以外の方が受取人にな
ることはできません。

現在お持ちの免許証の有効期間を記入して下さい。
※有効期間を経過している場合、更新申請は出来
ません。期限満了前に申請してください。

記入しないで下さい。

２1

特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間を
更新しようとする方

申請書裏面については
13ページ参照。

□

申請先　申請者の住所地を管轄する都道府県労働局（対象免許を受けた都道府県労働局でも可）の健康安全主務課（P24～ P25参照）
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○申請書類記入チェックリスト

記入漏れはありませんか？
チェック欄

更 新

①

免許証用写真の裏面に氏名を記入し、申請書に貼付しましたか？②

申請書の裏面に収入印紙1,500円分を貼付しましたか？（消印をしないで下さい。）③

○添付書類チェックリスト
○必ず添付するもの

チェック欄 添付書類 備　　考
① 専用の免許証送付用封筒

②

この申請書類一式に同封されている茶色の窓空き封筒です。住所等は記載しないで下さい。
（免許証発行センターで申請書に記載された希望先のご住所と免許取得者氏名を印字いたします。）

①の免許証送付用封筒に貼付して下さい。

③ 免許の有効期限の更新を受ける資格を有すること
を証明する書面

詳しくは、16ページを参照して下さい。

※免許を紛失している場合は、再交付の手続きも必要です（7～8ページ参照）。新規免許申請書とあわせ、免許証再交付申請書の提出先（1ページ参照）に提出して下さい。
※氏名、本籍を変更した場合は、書替の手続も必要です（9～10ページ参照）。新規免許申請書とあわせ、免許証書替申請書の提出先（1ページ参照）に提出して下さい。

更新する免許証（原本）④

⑤ 住民票の写し等 住所を変更した場合

免許証送付用切手392円分（※）
（※）平成26年4月1日現在の郵送料と簡易書留料金です。
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免許申請書（裏面）

　・必ず日本政府発行の収入印紙を貼ってくださ
い。地方自治体の発行する証紙ではありませ
ん。

　・1枚でこの金額のものはないので、何枚かを
組み合わせて、この金額分を過不足のないよ
うに貼って下さい。（一旦、納付した手数料
を返還することはできませんので、ご注意く
ださい。）

　・申請書の書き損じの場合を考え、収入印紙は
申請書の記入が終わり、誤りのない事を確認
してから貼るようにして下さい。

　・収入印紙は消印しないで下さい。

申請書の裏面に免許試験合格通知書等を貼付し
ないで下さい。

※同時に二つの申請を行う場合のうち、次の場
合には、それぞれ別個の申請となり、申請書も
個別に作成し、収入印紙もそれぞれについて貼
付しなければなりません。
（1）同時に2種類の免許申請を行う場合
（2）新しい免許申請に併せ、既交付の免許証

の再交付又は書替申請を行う場合
（新たに試験に合格した方が、既交付の免
許証の再交付、書替を申請する場合は、
先に既交付の免許証の再交付、書替の申
請を住所地の労働局（又は交付局）で行っ
て下さい。）

（3）新しい免許申請に併せ、既交付の免許証
の免許更新申請を行う場合

（4）免許更新申請と併せ、免許証の再交付又
は書替申請を行う場合

収入印紙以外のものを貼付しないで下さい。

郵便局等で所定額
1,500円）分の収入印紙を購入し、貼って下
さい。

（平成26年４月１日現在
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所持免許申告欄
申請書裏面のコード表を参照して「本籍地コー
ド」を記入して下さい。

すでにお持ちの旧様式の免許証（二つ折タイプ
の免許証）について、申請書裏面のコード表を
参照して「免許種類コード」「交付局コード」
を記入して下さい。
また、「免許証番号」「交付年月日」を転記して
下さい。

記入しないで下さい。

申請書の項目番号　に　を記入した方（二つ折りタイプ（旧様式）の
免許証を所持している方）は必ずこの用紙を記入・添付して下さい。

２7 □

カードタイプ（ラミネートタイプを含む）の免許証を所持している方は提出不要です。



（1）免許試験合格通知書

（2）実務経験等を証明する書類（Ⅰ－　で申請される方）

（3）試験免除資格を証明する書面（Ⅰ－　、 Ⅰ－　、 Ⅰ－　で申請される方（※試験が免除される方））
イ　免許試験結果通知書

ロ　実技教習修了証

（原本確認）

ハ　免許を受ける資格を有することを証明する書面

（原本確認）
（4）本人確認証明書

15

ＡＢ ＢＣ Ｄ

Ｂ Ｃ Ｄ

●添付書類について●

Ａ

写真が無い公的証明書の場合は原則として２つ提示すること。



（5）氏名の変更の場合は戸籍抄本、本籍地の変更の場合は戸籍抄本又は本籍地が記載された住民
票の写し

（6）免許の有効期間の更新を受ける資格を有することを証明する書面

（7）免許証滅失事由書

（8）労働安全衛生法関係既得免許証
イ　申請に直接関係する免許証

（原本確認）

（原本確認）

ロ　現在所持している他の労働安全衛生法関係免許証

（原本確認）

（原本確認）

（9）免許証送付用封筒

（免
許証の返送先の住所や氏名は申請書に記載されたものが印字されますので、封筒に氏名や住所等
は記載しないで下さい。）

16
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一級ボイラー技士免許を受けた後、５年以上ボイラー（小型ボイラー
及び小規模ボイラーを除く。）を取り扱った経験がある者

○　実務経験従事証明書（原本）

免許試験合格後、免許申請を行う際に添付する「実務経験等を証明する書類」は要件によって異なります。具体的には下表のとおりです。

1

海技士（機関１、２級）免許を受けた者 ○　海技士免状の写（原本確認されたもの）5

学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講
座又は学科目を修め卒業した者で、その後２年以上の実地修習を経た
もの

○　卒業証明書（蒸気ボイラー又は蒸気原動機について２単位以上修
得したことが確認できるもの）（原本） 
○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）

3

一級ボイラー技士免許を受けた後、３年以上ボイラー取扱作業主任者
としての経験がある者

○　実務経験従事証明書（原本）2

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）第9条第1項の
エネルギー管理士（熱）免状を有する者で、２年以上の実地修習を経
たもの

○　エネルギー管理士免状の写及び合否通知書（合格証）の写（両方
とも原本確認されたもの） 
○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）

4

ボイラー、タービン主任技術者（1種又は2種）免状を有する者で、
伝熱面積の合計500㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの。

○　ボイラー・タービン主任技術者（1種又は2種）免状の写（原本
確認されたもの）
○　実務経験従事証明書（原本）

6

特級ボイラー技士免許（免許試験合格後の免許申請）

【注】　①　免許試験合格通知書の備考欄に印書されている受験資格コードが「02」、「03」、「04」、「05」のいずれかであれば、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。（上記3
～6関係）

　　　②　「原本確認」は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて行っております。
　　　③　「実務経験従事証明書」の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて入手できます。
　　　　（URL；http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei22/）

要　　件 具体的な書類 【 注 】

③

③

②①

②①

③②①

②①
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二級ボイラー技士免許を受けた後、２年以上ボイラー（小型ボイラー
及び小規模ボイラーを除く。）を取り扱った経験がある者

○　実務経験従事証明書（原本）

免許試験合格後、免許申請を行う際に添付する「実務経験等を証明する書類」は要件によって異なります。具体的には下表のとおりです。

1

海技士（機関１、２、３級）免許を受けた者 ○　海技士免状の写（原本確認されたもの）5

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に
おいてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後1年以上の
実地修習を経たもの

○　卒業証明書（蒸気ボイラー又は蒸気原動機について２単位以上修
得したことが確認できるもの）（原本） 
○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）

3

二級ボイラー技士免許を受けた後、１年以上ボイラー取扱作業主任者
としての経験がある者

○　実務経験従事証明書（原本）2

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）第9条第1項の
エネルギー管理士(熱）免状を有する者で、1年以上の実地修習を経
たもの

○　エネルギー管理士免状の写及び合否通知書（合格証）の写（両方
とも原本確認されたもの） 
○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）

4

ボイラー・タービン主任技術者（1種又は2種）免状を有する者で、
伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

○　ボイラー・タービン主任技術者（1種又は2種）免状（原本確認
されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

6

一級ボイラー技士免許（免許試験合格後の免許申請）

【注】　①　免許試験合格通知書の備考欄に印書されている受験資格コードが「02」、「03」、「04」、「05」、「06」のいずれかであれば、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。（上
記3～7関係）

　　　②　「原本確認」は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて行っております。
　　　③　「実務経験従事証明書」の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて入手できます。
　　　　（URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei22/）

要　　件 具体的な書類 【 注 】

③

③

②①

保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格した者で、伝
熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

○　汽かん係員試験合格証の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

7 ③②①

②①

③②①

②①
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学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に
おいてボイラーに関する学科を修め卒業した者で、その後３か月以上
の実地修習を経たもの

○　卒業証明書（蒸気ボイラー又は蒸気原動機について2単位以上修得
したことが確認できるもの）（原本） 
○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）

免許試験合格後、免許申請を行う際に添付する「実務経験等を証明する書類」は要件によって異なります。具体的には下表のとおりです。

1

海技士（機関１、２、３級）免許を受けた者 ○　海技士免許の写（原本確認されたもの）5

ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後４か月以上小規模ボイ
ラーを取り扱った経験があるもの

○　ボイラー取扱技能講習修了証の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

3

ボイラーの取扱いについて６か月以上の実地修習を経た者 ○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）2

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）第9条第1項の
エネルギー管理士（熱）免状を有する者で、１年以上の実地修習を経
たもの

○　エネルギー管理士（熱）免状の写及び合否通知書（合格証）の写し（両
方とも原本確認されたもの） 
○　実地修習結果報告書の写（原本確認されたもの）

4

ボイラー・タービン主任技術者（１種又は２種）免状を有する者で、
伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

○　ボイラー・タービン主任技術者（1種又は2種）免状の写（原本確
認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

6

二級ボイラー技士免許（免許試験合格後の免許申請）

【注】　②　「原本確認」は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて行っております。
　　　③　「実務経験従事証明書」の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて入手できます。
　　　　（URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei22/）
　　　※　上記のほか、平成24年3月31日までに受験資格があることを証明する書類として安全衛生技術センターに提出済であれば、免許試験合格通知書の備考欄に「法令改正前の受験資格を有す

ることを確認済み。」と印書され、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。

要　　件 具体的な書類 【 注 】

②

②

③②

ボイラー実技講習を修了した者 ○　ボイラー実技講習修了証の原本又は写（提出されたものは返却しま
せんのでご注意ください。写の場合は原本確認されたもの。）

7 ②

②

③②

海技士（機関４、５級）免許を受けた者で、伝熱面積の合計が25㎡
以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

○　海技士免許の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

8

保安技術職員国家試験規則により汽かん係員試験に合格した者で、伝
熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った経験があるもの

○　汽かん係員試験合格証の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

9 ③②

③②

鉱山において、伝熱面積の合計が25㎡以上のボイラーを取り扱った
経験がある者

○　実務経験従事証明書（原本）10 ③

②
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ボイラー（小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く。）の整備の補助
の業務に６か月以上従事した経験を有する者
※ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習等を修了した者が、自己の
取り扱うボイラーの整備の業務又は整備の補助の業務を自ら行って
いる場合には、取扱経験１年を２か月に換算

○　実務経験従事証明書（原本）
○　換算する場合は、ボイラー取扱技能講習修了証等の写（原本確認
されたもの）

免許試験合格後、免許申請を行う際に添付する「実務経験等を証明する書類」は要件によって異なります。具体的には下表のとおりです。

1

普通課程の普通職業訓練（設備管理・運転系ボイラー運転科）を修了
した者（通信による訓練を除く。）

○　修了証の写（原本確認されたもの）5

小規模ボイラーの整備の業務に６か月以上従事した経験を有する者 ○　実務経験従事証明書（原本）3

第一種圧力容器（小型圧力容器及び小規模第一種圧力容器を除く。）
の整備の補助の業務に６か月以上従事した経験を有する者
※ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習等を修了した者が、自己の
取り扱う第一種圧力容器の整備の業務又は整備の補助の業務を自ら
行っている場合には、取扱経験１年を２か月に換算

○　実務経験従事証明書（原本）
○　換算する場合は、ボイラー取扱技能講習修了証等の写（原本確認
されたもの）

2

小規模第一種圧力容器の整備の業務に６か月以上従事した経験を有す
る者

○　実務経験従事証明書（原本）4

短期課程の普通職業訓練（ボイラー運転科）を修了した者（通信によ
る訓練を除く。）

○　修了証の写（原本確認されたもの）6

ボイラー整備士免許（免許試験合格後の免許申請）

【注】　①　免許試験合格通知書の備考欄に「法令改正前の受験資格を有することを確認済み。」と印書されていれば、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。（上記5, 6関係） 
　　　②　「原本確認」は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて行っております。
　　　③　「実務経験従事証明書」の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて入手できます。
　　　　（URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei22/）
　　　※　上記のほか、平成24年3月31日までに受験資格があることを証明する書類として安全衛生技術センターに提出済であれば、免許試験合格通知書の備考欄に「法令改正前の受験資格を有す

ることを確認済み。」と印書され、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。

要　　件 具体的な書類 【 注 】

③②

③②

③

③

②①

②①
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ガス溶接技能講習を修了した者で、その後ガス溶接等の業務
に３年以上従事した経験を有するもの

○　ガス溶接技能講習修了証の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

免許試験合格後、免許申請を行う際に添付する「実務経験等を証明する書類」は要件によって異なります。具体的には下表のとおりです。

1

学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関
する学科を専攻して卒業した者

○　卒業証明書（溶接に関する学科を専攻したことが確認できるもの）（原本）2

ガス溶接作業主任者免許（免許試験合格後の免許申請）

【注】　①　免許試験合格通知書の備考欄に「法令改正前の受験資格を有することを確認済み。」と印書されていれば、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。（上記2～6関係）
　　　②　「原本確認」は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて行っております。
　　　③　「実務経験従事証明書」の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて入手できます。
　　　　（URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei22/）
　　　※　上記のほか、平成24年3月31日までに受験資格があることを証明する書類として安全衛生技術センターに提出済であれば、免許試験合格通知書の備考欄に「法令改正前の受験資格を有す

ることを確認済み。」と印書され、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。

要　　件 具体的な書類 【 注 】

③②

①

学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は
化学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後１年以上
ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

○　卒業証明書(工学又は化学に関する学科を専攻したことが確認できるもの)（原本） 
○　ガス溶接等の業務につくことができることを証明する書類の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

3

塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練
指導員免許を受けた者

○　該当職種に係る職業訓練指導員免許の写（原本確認されたもの）4

③②①

②①

普通課程の普通職業訓練（金属加工系溶接科）、養成訓練（溶
接科）を修了した者で、その後２年以上ガス溶接等の業務に
従事した経験を有するもの

○　職業訓練修了証の写（原本確認されたもの）
○　ガス溶接等の業務につくことができることを証明する書類の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

5

鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る１級又は２級の技
能検定に合格した者で、その後１年以上ガス溶接等の業務に
従事した経験を有するもの

○　技能検定合格証の写（原本確認されたもの） 
○　ガス溶接等の業務につくことができることを証明する書類の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

6

③②①

③②①

旧保安技術職員の規則による溶接係員試験に合格した者で、そ
の後１年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

○　溶接係員試験合格証の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

7

専修訓練課程の普通職業訓練（溶接科）、専修訓練課程の養成
訓練（溶接科）を修了した者で、その後３年以上ガス溶接等
の業務に従事した経験を有するもの

○　職業訓練修了証の写（原本確認されたもの） 
○　ガス溶接等の業務につくことができることを証明する書類の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

8

③②

③②

養成訓練（金属成形科）を修了した者 ○　職業訓練修了証の写（原本確認されたもの）9

長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後１年以上ガス
溶接等の業務に従事した経験を有するもの

○　指導員訓練修了証の写（原本確認されたもの）
○　ガス溶接等の業務につくことができることを証明する書類の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

10

②

③②

防衛大学校を卒業した者で、その後１年以上ガス溶接等の業
務に従事した経験を有するもの

○　卒業証明書（原本）
○　ガス溶接等の業務につくことができることを証明する書類の写（原本確認されたもの） 
○　実務経験従事証明書（原本）

11
③②
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学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に
おいて、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業
した者で、その後３か月以上発破の業務について実地修習を経たもの

○　卒業証明書（応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻し
たことが確認できるもの）（原本） 
○　実地修習の事業者証明書（原本）

免許試験合格後、免許申請を行う際に添付する「実務経験等を証明する書類」は要件によって異なります。具体的には下表のとおりです。

1

発破実技講習を修了した者 ○　発破実技講習修了証の原本又は写（提出されたものは返却しません
のでご注意ください。写の場合は原本確認されたもの。）

3

発破の補助作業の業務に６か月以上従事した経験を有する者 ○　実務経験従事証明書（原本）2

発破技士免許（免許試験合格後の免許申請）

【注】　②　「原本確認」は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて行っております。
　　　③　「実務経験従事証明書」の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできるほか、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にて入手できます。
　　　　（URL：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei22/）
　　　※　上記のほか、平成24年3月31日までに受験資格があることを証明する書類として安全衛生技術センターに提出済であれば、免許試験合格通知書の備考欄に「法令改正前の受験資格を有す

ることを確認済み。」と印書され、実務経験等を証明する書類の添付を省略することができます。

要　　件 具体的な書類 【 注 】

高圧室内業務に２年以上従事した経験を有する者 ○　実務経験従事証明書（原本）1

高圧室内作業主任者免許（免許試験合格後の免許申請）
要　　件 具体的な書類 【 注 】

③

林業架線作業の業務に３年以上従事した経験を有する者 ○　実務経験従事証明書（原本）1

林業架線作業主任者免許（免許試験合格後の免許申請）
要　　件 具体的な書類 【 注 】

③

③

③②



Ⅰ　事前準備（初めての方のみ）

Ⅱ　申請書の作成

Ⅲ　電子納付（前納）

Ⅳ　添付書類の提出

Ⅴ　申請後の処理

23

●電子申請による免許申請について●
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北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

●問い合わせ先●

号

５F

５Ｆ

　茨城労働総合庁舎

0 625

8559

丁目 番 号

番 号

丁目 番 号

丁目 番 号
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愛知労働局

三重労働局

滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

8535

号

番 号

号 ５F

地

高松

地 ５F

F

番 号

西区 丁目 番 号 F

２F

（１号館） F
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